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   北名古屋市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 北名古屋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定

めるものとする。 
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   提案理由 

 

この案を提出するのは、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相

互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴い、市民税で

分離課税される特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額を国民健康保

険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額等に含めるため、

本条例の一部を改める必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北名古屋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 北名古屋市国民健康保険税条例（平成１８年北名古屋市条例第５８号）

の一部を次のように改正する。 

 附則第２１項を附則第２３項とし、附則第２０項を附則第２２項とし、

附則第１９項を附則第２１項とし、附則第１８項の次に次の２項を加える。  

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）  

１９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に

規定する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子

等又は同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、

第６条、第８条及び第２３条の規定の適用については、第３条第１項中

「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並

びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条

第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する

特例適用利子等の額（以下この条及び第２３条において「特例適用利子

等の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所

得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の

額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第２３条中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）  

２０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法

第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第１６条第３項に規

定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場



合における第３条、第６条、第８条及び第２３条の規定の適用について

は、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるの

は「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第１２条第６項及び

第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配

当等の額（以下この条及び第２３条において「特例適用配当等の額」と

いう。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合

計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は特例適用配当等の額」と、第２３条中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。  

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

（適用区分） 

第２条 この条例による改正後の北名古屋市国民健康保険税条例附則第１

９項及び第２０項の規定は、平成２９年１月１日以後に支払を受けるべ

き外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適

用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等若しくは同法

第１６条第２項に規定する特例適用利子等又は同法第８条第４項に規定

する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適用配当等若

しくは同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保

険税について適用する。 


